
子どもが発熱…

でも急に仕事を休めない…

詳しくはこちら⇒
佐世保市ホームページ

「病児保育室」

０歳～小学６年生までのお子さまの保護者のみなさまへ

お子さまが病気中または回復期の際に

お仕事などの都合で、ご自宅での看病が

難しい場合、一時的に病児保育室でお子

さまをお預かりします。

病児保育室とは？

【基本利用時間】8：30～18：00

【対象児童】0歳～小学校6年生

【利用料金】１日１回 2,000円

※別途文書料500円がかかります。

※市民税非課税世帯など、減額制度あり

【休診日】日・祝・年末年始、その他休診日

利用時間・料金

お問い合わせ：佐世保市保育幼稚園課 TEL 0956-24-1111

ご利用にあたっては年度ごとに

事前の利用登録が必要です。

利用する病児保育室で事前の

利用登録を済ませましょう！

佐世保市内の病児保育室

さいくさ小児科 病児保育室

住所：権常寺一丁目10-8

TEL：0956-39-1005

病児保育室 Teddy's

（やまさきこどもクリニック併設）

住所：吉岡町1747-5

TEL：0956-37-8813

いけだ小児科 病児保育室

住所：万徳町8-15

TEL：080-8587-6253

病児保育 ひよこハウス

（くすもと小児科併設）

住所：稲荷町20-１０

TEL：0956-31-7828

かんべ小児科 病児保育室

住所：木宮町４-8

TEL：0956-47-5711

病 児 保 育 室
そんなときは、

をご利用ください！



病児保育室 ご利用方法

【事前準備】
利用する病児保育室に利用登録 ※年度ごとに事前の登録が必要です。
・利用登録書は、病児保育室・保育幼稚園課にあります。
・佐世保市ホームページからもダウンロードできます。

【利用のながれ】

①利用を希望する病児保育室へ電話予約

※原則、利用希望日の前日までに電話予約が必要です。

②受診中の病院に「病児保育事業連絡票」（医師と保護者が児童の状態について

記入するもの）を発行してもらいます。※文書発行料500円がかかります。

③利用日当日、連絡票・そのほか必要なものを持参し病児保育室へ

当日必要なもの（お弁当・ミルク・着替えなど）については、利用する病児保育

室に事前にご確認ください。

利用料の減額制度について お近くの自治体の
病児・病後児保育が
利用できます！

Y

佐世保市民で下記に該当する方

①利用料が無料になる世帯

・生活保護世帯

・市民税非課税世帯

②利用料が1,000円になる世帯

・市民税所得割非課税世帯

減額制度の申請方法

・病児保育室で利用料減額申請書

を記入し、提出してください。

・佐世保市にて審査後、決定通知書

または対象外通知書を発行します。

+

佐世保市・平戸市・松浦市・西海市
東彼杵町・川棚町・波佐見町
佐々町・伊万里市・有田町

下記市町にお住まいの場合、病児・病後
児保育施設を相互利用できます。

※受け入れ年齢や条件は各施設により
異なります。

※各施設の詳細は下記二次元コードから
ご確認ください。

佐世保市
ホームページ
「病児・病後児
保育施設の広域
利用について」

そのほか、下記の場合は1日の利用料が

1,000円となります。

・きょうだい児の同時利用

・連続４日以上の利用
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